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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遺体と共に火葬に供される葬具であって、
　少なくとも一部に遺体よりも燃え難い難燃部を有し、
　該難燃部が遺体の頸部に臨むように配されることを特徴とする、葬具。
【請求項２】
　前記難燃部は、火葬後に減容又は焼失する素材からなる、請求項１に記載の葬具。
【請求項３】
　帯状の部材であり、
　遺体の頸部に巻きつけて使用する、請求項１または請求項２に記載の葬具。
【請求項４】
　遺体に装着する衣装であって、襟に前記難燃部を有する、請求項１または請求項２に記
載の葬具。
【請求項５】
　一部が難燃部となった枕である、請求項１または請求項２に記載の葬具。
【請求項６】
　一部が難燃部となった布団である、請求項１または請求項２に記載の葬具。
【請求項７】
　一部が難燃部となったおくり畳である、請求項１または請求項２に記載の葬具。
【請求項８】
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　一部が難燃部となった棺である、請求項１または請求項２に記載の葬具。
【請求項９】
　前記難燃部は、難燃繊維からなる不織布又は布帛によって形成される、請求項１ないし
請求項８のいずれかに記載の葬具。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれかに記載の葬具を、前記難燃部が遺体の頸部に臨むよ
うに配して火葬する、火葬方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人間又は犬猫等の愛玩動物の遺体を火葬する際に第二頸椎を保護する葬具と
、これを使用した火葬方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本では、葬送の一手段として、遺体を焼却する火葬が一般的である。また、火葬は人
間の遺体のみならず、犬や猫等の愛玩動物の遺体においても行われることが都市部を中心
に増えつつある。火葬後の焼骨は、骨壷に収（拾）骨して土中に埋蔵したり、納骨堂等に
収蔵される。ここで、第二頸椎は、座禅をしている仏様の姿に似た形状である。そのため
、第二頸椎が火葬後に比較的綺麗に残っていると「生前に良い行いをしていたから」と言
われる風習がある。したがって、第二頸椎ができるだけ綺麗に残っていることを期待する
遺族や飼い主も多い。
【０００３】
　しかしながら、火葬の際には遺体の焼き残りが生じないよう燃焼炉内において遺体は高
い燃焼熱に曝されるので、火葬後に第二頸椎が綺麗な形で残ることは稀である。なお、第
二頸椎とは、椎骨のうち上から二番目にある骨であって軸椎とも称され、「喉仏」と勘違
いしている人も多いが、実際には喉仏は軟骨からできており、第二頸椎ではない。
【０００４】
　ところで、遺体を火葬する際に特殊な火葬補助具（マット）を使用した火葬方法として
、下記特許文献１が提案されている。特許文献１では、火葬場の燃焼炉内に遺体を収容す
るための台車の上面に受皿を載置し、さらにこの受皿の上面に、耐火性と油吸収性とを備
えたセラミックマットである耐火性マットを載置したうえで、当該耐火性マットの上に遺
体を載せて火葬している。これにより、遺体から滲出する油が余熱によってくすぶり燃焼
することを抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１１７６９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、火葬の際に耐火性マットを使用しているが、これは遺体から滲出する
油を吸収してくすぶり燃焼を抑制するためのものであるので、少なくとも遺体の下面全体
を覆うような大きさとすることが必要である。これでは、耐火性マットが遺体の燃焼を妨
げるおそれがあり、また、特定の骨、すなわち第二頸椎のみに着目して燃焼熱から保護し
、当該第二頸椎の形が崩れることを抑制することはできない。
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題を解決するものであって、遺体を火葬する際に第二頸椎の形
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崩れを抑制できる葬具とこれを使用した火葬方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのための手段として、本発明は遺体と共に火葬に供される葬具であって、少なくとも
一部に遺体よりも燃え難い難燃部を有し、該難燃部が遺体の頸部に臨むように配されるこ
とを特徴とする。これによれば、遺体の頸部が難燃部によって火葬時の熱や炎から保護さ
れるので、結果として第二頸椎の形崩れも抑制され、従来に比して比較的綺麗に見栄え良
く残すことができる。一方、難燃部によって覆われていない部位は、従来と同様に熱や炎
が作用する。しかも、難燃部は遺体よりも燃え難い程度の難燃性を有するだけであって、
セラミックマットのように火葬によってほぼ減容しないような耐火性までは有していない
。したがって、本発明の葬具を使用することに起因して従来よりも燃焼温度を高くしたり
燃焼時間を延長する必要は無い。なお、本発明において遺体とは、人間の遺体のみならず
犬や猫等の愛玩動物の遺体も含む概念である。
【０００９】
　同時に、前記難燃部は火葬後に減容又は焼失する素材からなることが好ましい。減容と
は、燃焼により炭化して重量ないし体積が減少していることを意味し、焼失とはその存在
（重量ないし体積）を殆ど無視できる程度に実質的に無くなっていることを意味する。こ
れによれば、火葬後の後処理が容易となる。また、難燃部が第二頸椎に付着する等して見
栄えが悪化することも防止できる。
【００１０】
　葬具の具体的形態としては、例えば第一形態として、帯状の部材とすることができる。
この場合、当該葬具を遺体の頸部に巻きつけて使用する。第二形態としては、遺体に装着
する衣装とすることができる。遺体に装着する衣装としては、典型的には和装があるが、
洋装も含まれる。この場合、襟（和装においては衣紋に相当する部位）に前記難燃部を設
けておけば良い。第三形態として、一部が難燃部となった枕とすることもできる。また、
第四形態として、一部が難燃部となった布団とすることもできる。また、第五形態として
、一部が難燃部となったおくり畳とすることもできる。さらに第六形態として、一部が難
燃部となった棺とすることもできる。いずれの形態であっても、頸部のみを容易且つ的確
に保護し、従来よりも第二頸椎を見栄え良く残すことができる。
【００１１】
　なお、前記難燃部は、難燃繊維からなる不織布又は布帛によって形成することができる
。不織布又は布帛であれば、遺体頸部への巻き付けが容易であると共に、衣装、枕、布団
、おくり畳、棺の所定箇所へも縫い付けや接着等により容易に設けることもできる。また
、大きさ（保護範囲）も自由に設計できる。
【００１２】
　また、上記のような葬具を、前記難燃部が遺体の頸部に臨むように配して火葬する、火
葬方法も提案することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、遺体を火葬する際に第二頸椎の形崩れを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第一実施形態の平面図である。
【図２】第一実施形態の使用状態図である。
【図３】第二実施形態の正面図である。
【図４】第三実施形態の使用状態図である。
【図５】第四実施形態の使用状態図である。
【図６】第五実施形態の使用状態図である。
【図７】第六実施形態の使用状態図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　本発明の葬具は、葬具全体の具体的形状は後述するが、少なくとも一部に難燃部を有し
、人間又は犬、猫等の愛玩動物の遺体を火葬する際に、難燃部が遺体の頸部に臨むように
配しながら火葬に供されるものである。
【００１６】
　難燃部は、遺体と比べて燃え難いが、火葬後には少なくとも減容し、好ましくは実質的
に焼失する程度の難燃性を有する素材によって形成する。換言すれば、難燃部には火葬時
の熱や炎に曝されても殆ど減容しないような耐火性までは必要ない。火葬後でも残存して
いると、難燃部が焼骨に付着して見栄えが悪くなるおそれがあるからである。遺体を焼却
する場合、一般的には棺が燃焼するまで３００～５００℃程度で予備燃焼し、その後７０
０～１２００℃程度まで昇温して数十分かけて主燃焼する。したがって、難燃部は少なく
とも３００℃未満では燃焼しないが、７００℃以上では燃焼する素材を使用することが好
ましい。このような素材としては、炭素繊維、ビスコース繊維、炭化珪素繊維等が挙げら
れる。市販品としては、ポリアクリトニトリル（ＰＡＮ）を燃焼して得られる炭素繊維で
ある旭化成商事社製の「ラスタン」や東邦テナックス社製の「パイロメックス」、ビスコ
ース繊維であるレンチング社製の「レンチング」、又は炭化珪素繊維であるＮＧＳアドバ
ンストファイバー社製の「ニカロン」等が好適な素材の一例として挙げられる。なお、難
燃性は劣るが、天然素材、例えば植物性繊維の和紙や、動物性繊維のウール等を使用する
こともできる。
【００１７】
　難燃部は、上記難燃性繊維からなる布を、葬具のベースとなる基材の所定箇所へ縫着、
接着、又は収容することで形成することができる。また、上記難燃性繊維を葬具の所定箇
所へ直接織り込んだり編み込んだりすることもできる。布としては、不織布でもよいし、
ニット、二軸織り、三軸織り、フィラメントワインディングシート等の編物や織物のよう
な布帛とすることもできる。これを前提として、以下に本発明の具体的な実施形態につい
て説明する。
【００１８】
（第一実施形態）
　図１に示すように、第一実施形態の葬具１は、全面的に難燃部１０となっており、当該
難燃部１０の少なくとも表面（外面）が表皮１１で覆われた帯状となっている。当該帯状
の葬具１は、後述のように遺体Ｃの頸部に巻きつけて使用する（図２）。そのため、葬具
１（特に難燃部１０）は、遺体Ｃの頸部に巻きつけられる程度の長さと幅を有していれば
良い。
【００１９】
　表皮１１は、難燃部１０が露呈されることによる装飾性の低下を避けるためのものであ
り、白色、淡ピンク、又は淡青色など、比較的明るくイメージの良い色の布を使用するこ
とが好ましい。したがって、表皮１１は難燃性を有している必要は無い。そのため、死装
束と同様の素材を使用すればよく、例えば綿、絹、レーヨン等が挙げられる。表皮１１の
外形寸法（面積）は、少なくとも難燃部１０全体を覆うことができる程度の大きさを有し
ていれば良い。具体的には、難燃部１０と同一以上から一回り大きい程度の大きさを有し
ていれば良い。
【００２０】
　難燃部１０は、難燃性繊維によって所定寸法の布（以下、難燃部１０を構成する難燃性
繊維からなる布を「難燃布」と称す）としたうえで、一枚布からなる表皮１１の裏面（内
面）に縫着や接着することができる。この場合、難燃部１０の表面（外面）のみが表皮１
１によって覆われることになる。
【００２１】
　又は、中空袋状の表皮１１の内部に難燃布を収容することもできる。この場合、二枚の
表皮１１の間に難燃布を挟んだ状態で重ね合わせたうえで、二枚の表皮１１の周縁を縫着
してもよいし、予め一辺を開口させた状態で表皮１１を袋織り又は袋縫いしたうえで難燃
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布を内部に収容し、その後、開口を縫い合わせることもできる。これにより、難燃部１０
は表面及び裏面の双方を含めて全体的に表皮１１によって覆われる。
【００２２】
　また、葬具１には、遺体Ｃの頸部に巻きつけた状態で不用意に解けることを避けるため
、長手方向一端部に挿通孔１２が、他端部に固定紐１３がそれぞれ設けられている。挿通
孔１２は、難燃部１０と表皮１１とに亘って貫通形成されている。固定紐１３は、表皮１
１へ縫着又は接着すればよい。
【００２３】
　固定紐１３は１本でも良いが、巻きつけ安定性を向上するため複数本（本第一実施形態
ではそれぞれ２本）設けられている。固定紐１３を１本のみ設ける場合は、装具１の幅方
向中央部に設けることが好ましい。当然、挿通孔１２も固定紐１３の設置本数に応じて幅
方向に複数列設けておく。さらに、挿通孔１２も長手方向に１箇所設けるだけでもよいが
、遺体Ｃの頸部のサイズに合わせて巻きつけ長さを調節可能なように、長手方向へも複数
箇所（本第一実施形態では３箇所）並設されている。
【００２４】
　葬具１を使用する際は、図２に示すように、遺体Ｃの頸部へ葬具１を巻きつけた状態で
火葬に供する。これにより、難燃部１０が遺体Ｃの頸部に臨んでいることで、遺体Ｃの頸
部が他の部位に比して火葬時の熱や炎から保護され、第二頸椎の焼失や、焼却後の第二頚
椎の形崩れを抑制することができる。また、固定紐１３を挿通孔１２に通しておくことで
、葬具１が安易に解けることはない。なお、図２において、符号３は枕であり、符号４は
布団であり、符号５はおくり畳であり、符号６は棺である。
【００２５】
　なお、装飾性は低下するが、第一実施形態において、表皮１１を使用せず装具１を難燃
部１０（難燃布）のみによって構成することもできるし、表皮１１へ難燃性繊維を直接織
り込んだり縫い付けたりすることもできる。
【００２６】
（第二実施形態）
　本発明における第二実施形態の葬具として、遺体に装着する衣装とすることができる。
衣装２は、典型的には図３に示すような白装束、死装束、又は経帷子と称される和装を挙
げることができるが、近年普及してきているドレス風の洋装でもよい。この場合、衣装２
の襟（和装の場合は正式には衣紋）の部分を難燃部２０とする。これにより、衣装２を遺
体へ装着すれば必然的に遺体の頸部に難燃部２０が臨むことになり、第二頸椎の焼失や、
遺体焼却後の第二頚椎の形崩れを抑制することができる。
【００２７】
　難燃部２０は、難燃布を衣装２の襟へ縫着又は接着することで形成すればよい。難燃布
は衣装２の外面に配してもよいが、装飾性を考慮すれば衣装２の内面に配すことが好まし
い。又は、衣装２の襟部分へ難燃性繊維を直接織り込んだり縫い付けたりすることで難燃
部２０を形成することもできる。また、難燃部２０を衣装２と同じ素材からなるカバー布
で覆っておくことも好ましい。
【００２８】
（第三実施形態）
　本発明における第三実施形態の葬具として、図４に示すように、棺６内へ収棺される遺
体Ｃの頭部Ｃｈを支持する枕３とすることができる。この場合、枕３は、少なくとも遺体
Ｃの頭部Ｃｈから頸部Ｃｎの下方を覆うような大きさとする。頭部Ｃｈの下方を覆うこと
で枕３の本来の機能を発揮させるほか、遺体Ｃの頸部Ｃｎの下方を覆うことで本発明の機
能（作用効果）も発揮させる必要があるからである。
【００２９】
　そのうえで、難燃部３０を、枕３の幅方向で頸部Ｃｎの下方を覆う大きさで形成すると
良い。これにより、頭部Ｃｈが保護されて焼却され難くなることを防止できる。枕３の長
さ方向では、難燃部３０を両端に亘って形成しても大きな問題は無い。
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【００３０】
　難燃部３０は、難燃布を枕３の表皮へ縫着又は接着することで形成すればよい。難燃布
は枕３の外面に配してもよいが、装飾性を考慮すれば枕３の表皮内面に配すことが好まし
い。又は、枕３の表皮へ難燃性繊維を直接織り込んだり縫い付けたりすることで難燃部３
０を形成することもできる。また、難燃部３０を枕３の外面へ設ける場合は、表皮と同じ
素材からなるカバー布で覆っておくことも好ましい。
【００３１】
　遺体Ｃを火葬する際は、枕３の難燃部３０が遺体Ｃの頸部Ｃｎに臨むように遺体Ｃを棺
６内へ安置する。これにより、遺体Ｃの頸部Ｃｎが他の部位に比して火葬時の熱や炎から
保護され、第二頸椎の焼失や、焼却後の第二頚椎の形崩れを抑制することができる。
【００３２】
（第四実施形態）
　本発明における第四実施形態の葬具として、図５に示すように、棺６内においておくり
畳５上に敷設される布団４とすることができる。この場合、難燃部４０は、遺体Ｃの頸部
Ｃｎを下方から覆うことができる程度の位置と大きさで形成してあればよい。当該難燃部
４０は、難燃布を布団４の表皮へ縫着又は接着することで形成すればよい。難燃布は布団
４の外面に配してもよいが、装飾性を考慮すれば布団４の表皮内面に配すことが好ましい
。又は、布団４の表皮へ難燃性繊維を直接織り込んだり縫い付けることで難燃部４０を形
成することもできる。また、難燃部４０を布団４の外面へ設ける場合は、表皮と同じ素材
からなるカバー布で覆っておくことも好ましい。
【００３３】
　遺体Ｃを火葬する際は、布団４の難燃部４０が、遺体Ｃの頸部Ｃｎに臨むように遺体Ｃ
を棺６内へ安置する。これにより、遺体Ｃの頸部Ｃｎが他の部位に比して火葬時の熱や炎
から保護され、第二頸椎の焼失や、焼却後の第二頚椎の形崩れを抑制することができる。
なお、難燃部４０と頸部Ｃｎとが枕３を介して間接的に臨んでいても、本発明の効果が阻
害されることはない。
【００３４】
（第五実施形態）
　本発明における第五実施形態の葬具として、図６に示すように、棺６内の最下層に敷設
されるおくり畳５とすることができる。この場合の難燃部５０も、遺体Ｃの頸部Ｃｎを下
方から覆うことができる程度の位置と大きさで形成してあればよい。当該難燃部５０は、
難燃布をおくり畳５へ縫着又は接着したり、難燃性繊維をおくり畳５へ直接縫い付けるこ
とで形成することができる。なお、おくり畳５上には布団４が敷設されることが前提なの
で、装飾性はあまり考慮する必要はない。そのため、難燃部５０を覆うカバー布は必ずし
も必要ない。
【００３５】
　遺体Ｃを火葬する際は、おくり畳５の難燃部５０が遺体Ｃの頸部Ｃｎに臨むように遺体
Ｃを棺６内へ安置する。これにより、遺体Ｃの頸部Ｃｎが他の部位に比して火葬時の熱や
炎から保護され、第二頸椎の焼失や、焼却後の第二頚椎の形崩れを抑制することができる
。なお、難燃部５０と頸部Ｃｎとが枕３及び布団４を介して間接的に臨んでいても、本発
明の効果が阻害されることはない。
【００３６】
（第六実施形態）
　本発明における第六実施形態の葬具として、図７に示すように、遺体Ｃを収容する棺６
とすることができる。この場合の難燃部６０も、遺体Ｃの頸部Ｃｎを下方から覆うことが
できる程度の位置と大きさで形成してあればよい。当該難燃部６０は、難燃布を棺６の底
面へ接着することで形成することができる。このとき、難燃布と同じ大きさ及び厚みの凹
部を棺６に形成しておき、難燃布を凹部内へ配すこともできる。これにより、棺６の表面
が平坦になる。なお、棺６上には布団４及びおくり畳５が敷設されることが前提なので、
装飾性はあまり考慮する必要はない。そのため、難燃部６０を覆うカバー布は必ずしも必
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要ない。
【００３７】
　また、棺には木製や石造等の容器（棺本体）の内面に防水シートが敷かれ、当該防水シ
ートの上に内装布が貼られているものがある。このような棺の場合、棺本体と防水シート
の間、防水シートと内装布の間、又は内装布の表面に、難燃布を配すこともできる。
【００３８】
　遺体Ｃを火葬する際は、棺６の難燃部６０が遺体Ｃの頸部Ｃｎに臨むように遺体Ｃを棺
６内へ安置する。これにより、遺体Ｃの頸部Ｃｎが他の部位に比して火葬時の熱や炎から
保護され、第二頸椎の焼失や、焼却後の第二頚椎の形崩れを抑制することができる。なお
、難燃部６０と頸部Ｃｎとが枕３、布団４、及びおくり畳５を介して間接的に臨んでいて
も、本発明の効果が阻害されることはない。
【符号の説明】
【００３９】
１　帯状の葬具
２　衣装
３　枕
４　布団
５　おくり畳
６　棺
１０・２０・３０・４０・５０・６０　難燃部
１１　表皮
１２　挿通孔
１３　固定紐
Ｃ　遺体
Ｃｎ　頸部
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